
○
デ
ジ
タ
ル
庁
令
第
八
号

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
及
び
行
政
手
続
に
お

け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
及
び
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
令
和
七
年
法
律
第
三
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め

の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
的

給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
庁
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
七
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
庁
令

公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和

三
年
デ
ジ
タ
ル
庁
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
公
的
給
付
の
支
給
等
）

（
公
的
給
付
の
支
給
等
）

第
二
条

法
第
二
条
第
二
項
の
デ
ジ
タ
ル
庁
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条

［
同
上
］

一

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
に
よ
る
保
険
給
付
の
支
給
又
は
保
険
料
の
還
付
（
行
政
手

一

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
に
よ
る
保
険
給
付
の
支
給
又
は
保
険
料
の
還
付
（
行
政
手

続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
八
号
に
基
づ
く

続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
八
号
に
基
づ
く

利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
命
令
（
令
和
六
年
デ
ジ
タ
ル
庁
・
総
務
省
令
第
九
号
。
以
下
「
番
号

利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
命
令
（
令
和
六
年
デ
ジ
タ
ル
庁
・
総
務
省
令
第
九
号
。
以
下
「
番
号

利
用
法
情
報
提
供
省
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
号
若
し
く
は
第
十
七
号
又
は
第
五
条
第
一
号
若
し
く
は

利
用
法
情
報
提
供
省
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
号
若
し
く
は
第
十
六
号
又
は
第
五
条
第
一
号
若
し
く
は

第
十
七
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

第
十
六
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

［
一
の
二

略
］

［
一
の
二

同
上
］

二

船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
に
よ
る
保
険
給
付
の
支
給
若
し
く
は
保
険
料
の
還
付
又

二

船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
に
よ
る
保
険
給
付
の
支
給
若
し
く
は
保
険
料
の
還
付
又

は
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平

は
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平

成
十
九
年
法
律
第
三
十
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と

成
十
九
年
法
律
第
三
十
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
号
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
に
よ
る
保
険
給
付
の
支

さ
れ
た
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
号
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
に
よ
る
保
険
給
付
の
支

給
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
九
条
第
一
号
、
第
十
二
号
又
は
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る

給
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
九
条
第
一
号
、
第
十
一
号
又
は
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）

も
の
に
限
る
。
）

［
三
～
六

略
］

［
三
～
六

同
上
］

七

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
そ
の
他
の
地
方
税
（
同
法
第
一
条
第
一
項
第
四
号

七

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
そ
の
他
の
地
方
税
（
同
法
第
一
条
第
一
項
第
四
号

に
規
定
す
る
地
方
税
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
法
律
及
び
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
条
例
に
よ
る

に
規
定
す
る
地
方
税
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
法
律
及
び
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
条
例
に
よ
る

地
方
税
の
還
付
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
五
十
条
第
一
号
、
第
六
号
、
第
八
号
、
第
九
号
、
第
十
三

地
方
税
の
還
付
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
五
十
条
第
一
号
、
第
六
号
、
第
七
号
、
第
八
号
、
第
十

号
、
第
十
五
号
、
第
十
八
号
、
第
十
九
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
四
号
若
し
く
は
第
二
十
七
号
、
第
五
十

号
、
第
十
二
号
、
第
十
五
号
、
第
十
六
号
、
第
十
八
号
、
第
二
十
一
号
若
し
く
は
第
二
十
四
号
、
第
五
十
一

一
条
第
一
号
、
第
三
号
、
第
四
号
、
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
又
は
第
五
十
二
条
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る

条
第
一
号
、
第
三
号
、
第
四
号
、
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
又
は
第
五
十
二
条
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も

も
の
に
限
る
。
）

の
に
限
る
。
）

八

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
に
よ
る
短
期
給
付
若
し
く
は
年
金

八

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
に
よ
る
短
期
給
付
若
し
く
は
年
金

で
あ
る
給
付
の
支
給
又
は
任
意
継
続
掛
金
の
還
付
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
五
十
九
条
第
一
号
、
第

で
あ
る
給
付
の
支
給
又
は
任
意
継
続
掛
金
の
還
付
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
五
十
九
条
第
一
号
、
第

二
号
、
第
七
号
、
第
九
号
、
第
十
一
号
、
第
十
二
号
又
は
第
十
五
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
に
規
定
す
る
事
務

二
号
、
第
六
号
、
第
八
号
、
第
十
号
、
第
十
一
号
又
は
第
十
四
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
規
定
す
る
事
務
に

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

係
る
も
の
に
限
る
。
）

［
九
・
十

略
］

［
九
・
十

同
上
］

十
一

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
に
よ
る
短
期
給
付
の
支
給
、
任
意

十
一

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
に
よ
る
短
期
給
付
の
支
給
、
任
意

継
続
掛
金
の
還
付
又
は
一
部
負
担
金
等
の
返
還
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
六
十
七
条
第
一
号
、
第
二

継
続
掛
金
の
還
付
又
は
一
部
負
担
金
等
の
返
還
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
六
十
七
条
第
一
号
、
第
二

号
、
第
十
六
号
又
は
第
二
十
六
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

号
、
第
十
四
号
又
は
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

［
十
二

略
］

［
十
二

同
上
］

十
三

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
に
よ
る
保
険
給
付
の
支
給
又
は
保
険
料
の

十
三

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
に
よ
る
保
険
給
付
の
支
給
又
は
保
険
料
の

還
付
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
七
十
一
条
第
九
号
又
は
第
十
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限

還
付
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
七
十
一
条
第
八
号
又
は
第
九
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）

る
。
）

［
十
四
～
十
六

略
］

［
十
四
～
十
六

同
上
］

十
七

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
に
よ
る
短
期
給
付
の
支
給
、
任

十
七

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
に
よ
る
短
期
給
付
の
支
給
、
任



意
継
続
掛
金
の
還
付
又
は
一
部
負
担
金
等
の
返
還
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
八
十
五
条
第
一
号
、
第

意
継
続
掛
金
の
還
付
又
は
一
部
負
担
金
等
の
返
還
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
八
十
五
条
第
一
号
、
第

二
号
、
第
十
七
号
又
は
第
二
十
七
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二
号
、
第
十
五
号
又
は
第
二
十
五
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

［
十
八
～
四
十
五

略
］

［
十
八
～
四
十
五

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
命
令
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
又
は
行
政
手
続
に
お
け
る

特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
及
び
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。


